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 発 表 項 目 
 （行 事 名 ）  飲食店等への要請に係る協力支援金の申請期限について 

 
 
 
 概 要 
 
 ※日時・場所・ 
  内容等 

 
まん延防止等重点措置の要請期間中に、道からの要請に応じて営業時間短

縮等を行った飲食店等の事業者の皆様へ協力支援金を支給しています。  
この支援金の申請期限が４月30日であることから、期限内の申請をお願いします。 

記 

１ ４月３０日（土）に申請期限を迎える支援金 

 項 目 対象期間 対象地域 主な要請内容 

① まん延防止等重点措置協力支援金 1/27～2/20 全道 営業時短、酒類提供時短等 

② まん延防止等重点措置協力支援金 2/21～3/6 全道 営業時短、酒類提供時短等 

③ まん延防止等重点措置協力支援金 3/7～3/21 全道 営業時短、酒類提供時短等 

 

２ 申請受付 

（１）申請の手引き・申請書等の入手方法（以下 URL より入手してください） 

▼１月２７日(木)～２月２０日(日) 要請協力分 

  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/100070.html 

▼２月２１日(月)～３月６日(日) 要請協力分 

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/102556.html 

▼３月７日(月)～３月２１日(月･祝) 要請協力分 

  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/104807.html 

   ※石狩管内(札幌市を含む)､小樽市､旭川市の飲食店向けは各市町村のホームページをご覧ください。 

（２）申請方法  

郵送申請（4 月 30 日（土）の消印有効） 

   ※道受付分は電子（オンライン）申請 も受付 

（３） 申請先 

北海道感染防止対策協力支援金事務局 

（４） 申請に関するお問い合わせ先（コールセンター電話番号） 

  ０１１－３５０－７３７７（8:45～17:30） 

参 考  

報道(取材)に当た
ってのお願い 

  

留意事項   同 時 配 付 道政記者クラブ 

その他  

 

 担      当 
 （連 絡 先 ） 

 北海道十勝総合振興局産業振興部商工労働観光課商工労働係（担当者：青木） 
 電話：0155－27－8537（直通）   2411（内線) 

 

 区 分   添  付  資  料  名   項  目  
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